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令和７年第４回区議会定例会追加提出予定議案 

 

第１ 条例 

１ 目黒区長等の給料等に関する条例等の一部を改正する条例 

(1)  改正内容 

   目黒区特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、区長等の給料等の額を改定する。 

  ア 目黒区長等の給料等に関する条例の一部改正（第１条） 

   (ｱ) 給料を増額する。 

職名 現行 改正後 

区長 １，０６８，０００円 １，１０４，０００円 

副区長 ８５４，０００円 ８８３，０００円 

(ｲ) 期末手当を増額する。           （単位：月） 

 現行 改正後 

６月 １．９０ １．９２５ 

１２月 １．９０ １．９２５ 

計 ３．８０ ３．８５ 

 

イ 目黒区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正（第２条） 

(ｱ) 議員報酬を増額する。 

職名 現行 改正後 

議長 ９１３，０００円 ９４４，０００円 

副議長 ７９８，０００円 ８２５，０００円 

委員長 ６６４，０００円 ６８６，０００円 

副委員長 ６３４，０００円 ６５５，０００円 

議員 ６０３，０００円 ６２４，０００円 

(ｲ) 期末手当を増額する。           （単位：月） 

 現行 改正後 

６月 １．８７５ １．９０ 

１２月 １．８７５ １．９０ 

計 ３．７５ ３．８０ 

 

ウ 目黒区教育委員会教育長の給与・勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正

（第３条） 

 (ｱ) 給料を増額する。 

職名 現行 改正後 

教育長 ７４７，０００円 ７７３，０００円 
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エ 目黒区監査委員の給与等に関する条例の一部改正（第４条） 

 (ｱ) 給料等を増額する。 

区分 現行 改正後 

識見を

有する

者から

の選出 

常勤 
代表監査委員 ６３５，０００円 ６５７，０００円 

その他の監査委員 ６１５，０００円 ６３７，０００円 

非常勤 
代表監査委員 ３３５，０００円 ３４５，０００円 

その他の監査委員 ３１５，０００円 ３２５，０００円 

議員選出の監査委員 １９５，０００円 ２０１，０００円 

 

オ 目黒区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正（第５条） 

 (ｱ) 報酬を増額する。 

職名 現行 改正後 

教育委員会委員 ２２９，０００円 ２３７，０００円 

選挙管理委員会委員長 ２８６，０００円 ２９６，０００円 

選挙管理委員会委員 ２２９，０００円 ２３７，０００円 

(2)  施行期日 

令和８年１月１日 

 

２ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

３ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

(1)  改正内容 

ア 公民較差（１４，８６０円、３．８０％）を是正するため、給料表を改定する。 

 

イ 期末手当及び勤勉手当を増額する。 

 (ｱ) 一般職員 

a 令和７年度分                       （単位：月） 

   
一般 管理職 

現行 改定後 現行 改定後 

期末

手当 

６月 １．２５ １．２５ １．０７５ １．０７５ 

１２月 １．２５ １．２７５ １．０７５ １．１０ 

計 ２．５０ ２．５２５ ２．１５ ２．１７５ 

勤勉

手当 

６月 １．１７５ １．１７５ １．３５ １．３５ 

１２月 １．１７５ １．２０ １．３５ １．３７５ 

計 ２．３５ ２．３７５ ２．７０ ２．７２５ 

支給月数計 ４．８５ ４．９０ ４．８５ ４．９０ 
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b 令和８年度以降分                     （単位：月） 

   
一般 管理職 

現行 改定後 現行 改定後 

期末

手当 

６月 １．２５ １．２６２５ １．０７５ １．０８７５ 

１２月 １．２５ １．２６２５ １．０７５ １．０８７５ 

計 ２．５０ ２．５２５ ２．１５ ２．１７５ 

勤勉

手当 

６月 １．１７５ １．１８７５ １．３５ １．３６２５ 

１２月 １．１７５ １．１８７５ １．３５ １．３６２５ 

計 ２．３５ ２．３７５ ２．７０ ２．７２５ 

支給月数計 ４．８５ ４．９０ ４．８５ ４．９０ 

 

 (ｲ) 定年前再任用短時間勤務職員 

    a 令和７年度分                       （単位：月） 

   
一般 管理職 

現行 改定後 現行 改定後 

期末

手当 

６月 ０．７０ ０．７０ ０．６１２５ ０．６１２５ 

１２月 ０．７０ ０．７２５ ０．６１２５ ０．６３７５ 

計 １．４０ １．４２５ １．２２５ １．２５ 

勤勉

手当 

６月 ０．５７５ ０．５７５ ０．６６２５ ０．６６２５ 

１２月 ０．５７５ ０．６０ ０．６６２５ ０．６８７５ 

計 １．１５ １．１７５ １．３２５ １．３５ 

支給月数計 ２．５５ ２．６０ ２．５５ ２．６０ 

  b 令和８年度以降分                     （単位：月） 

   
一般 管理職 

現行 改定後 現行 改定後 

期末

手当 

６月 ０．７０ ０．７１２５ ０．６１２５ ０．６２５ 

１２月 ０．７０ ０．７１２５ ０．６１２５ ０．６２５ 

計 １．４０ １．４２５ １．２２５ １．２５ 

勤勉

手当 

６月 ０．５７５ ０．５８７５ ０．６６２５ ０．６７５ 

１２月 ０．５７５ ０．５８７５ ０．６６２５ ０．６７５ 

計 １．１５ １．１７５ １．３２５ １．３５ 

支給月数計 ２．５５ ２．６０ ２．５５ ２．６０ 

 

ウ 職員のうち医師、歯科医師等に支給する初任給調整手当の限度額を引き上げる。（上記

２の条例のみ） 

  月額３１５，２００円 → 月額３２６，９００円 
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エ 義務教育等教員特別手当に係る規定を見直す。（上記３の条例のみ） 

  下記(3)の法律により教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）が改正され、幼稚園

教育職員に対する義務教育等教員特別手当について、校務類型に係る困難性等を考慮して

定めることとされたことに伴い、法の趣旨に沿った形に規定の文言を改める。 

(2)  施行期日 

   ア 上記(1)ア、イ(ｱ)a及び(ｲ)a並びにウ 公布の日 

    ・ア及びウについては、令和７年４月１日から適用する。 

    ・イ(ｱ)a及び(ｲ)aについては、令和７年１２月１日から適用する。 

   イ 上記(1)イ(ｱ)b及び(ｲ)b 令和８年４月１日 

   ウ 上記(1)エ 令和８年１月１日 

(3) 参考 

   公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法

律（令和７年法律第６８号） 

   公布 令和７年６月１８日 施行 令和８年４月１日（改正に係る部分は同年１月１日） 

 

４ 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

(1) 改正内容 

ア 期末手当及び勤勉手当を増額する。 

   (ｱ)  令和７年度分         （単位：月） 

   現行 改定後 

期末

手当 

６月 １．２５ １．２５ 

１２月 １．２５ １．２７５ 

計 ２．５０ ２．５２５ 

勤勉

手当 

６月 １．１７５ １．１７５ 

１２月 １．１７５ １．２０ 

計 ２．３５ ２．３７５ 

支給月数計 ４．８５ ４．９０ 

 

   (ｲ)  令和８年度以降分       （単位：月） 

   現行 改定後 

期末

手当 

６月 １．２５ １．２６２５ 

１２月 １．２５ １．２６２５ 

計 ２．５０ ２．５２５ 

勤勉

手当 

６月 １．１７５ １．１８７５ 

１２月 １．１７５ １．１８７５ 

計 ２．３５ ２．３７５ 

支給月数計 ４．８５ ４．９０ 
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イ 下記(3)の法律が施行されることに伴い、引用する学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）の項番号のずれに伴う規定の整備を行う。 

(2) 施行期日 

ア 上記(1)ア(ｱ) 公布の日（令和７年１２月１日から適用） 

イ 上記(1)ア(ｲ)及びイ 令和８年４月１日 

(3)  参考 

   公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法

律（令和７年法律第６８号） 

   公布 令和７年６月１８日 施行 令和８年４月１日 


